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川崎市堤根余熱利用市民施設整備基本計画を策定しました

川崎市堤根余熱利用市民施設（ヨネッティー堤根）は、堤根処理センターの建替えに合

わせて、令和４年度末より再整備のため休館しました。 

ヨネッティー堤根は昭和 57 年に竣工し、隣接する堤根処理センターからの余熱の供給を

受けて、温水プール等の運営を行っておりましたが、この度再整備にあたっての「川崎市

堤根余熱利用市民施設整備基本計画案」について市民の皆様の御意見を募集しました。 

寄せられた意見は、施設機能や利用料金、整備等に関することで、案に沿ったものや参

考とするもの、案の内容を説明・確認するものであったことから、原案のとおり「川崎市

堤根余熱利用市民施設整備基本計画」を策定します。 

１ 計画の概要 

「川崎市堤根余熱利用市民施設整備基本計画 概要版」のとおり 

２ パブリックコメント手続き等の結果 

（１）意見募集期間 

  令和５年３月１３日（月）から令和５年４月１７日（月）まで 

（２）結果の概要 

意見提出数（意見件数）  １７通（６６件）

内

訳

電子メール ９通（３１件）

ＦＡＸ ７通（３４件）

郵送 ０通（ ０件）

持参 １通（ １件）

  ※実施結果等の詳細については、以下のホームページにて閲覧できます。 

  （https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/300/0000147669.html） 

３ 川崎市堤根余熱利用市民施設整備基本計画について 

  本計画は以下のホームページで閲覧できます。 

  （https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000151708.html） 

問合せ 
●施設の運営に関すること 

川崎市環境局生活環境部減量推進課 増田 
電話０４４－２００－２５６２ 

●施設の整備に関すること 
川崎市環境局施設部施設建設課 志田 
電話０４４－２００－２５６９ 


